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『雲玉和歌抄』に於ける『蒙求』の「楚荘絶纓」受容の一側面

ー『関八州繋馬』との比較を通してー

Sosozetsuei in Mogyu of reception by the comparison of one side Ungyoku-
Waka-Sho to Kanhasshutsunagiuma

NIKAI Kenji

二階　健次

（1）

This paper considers the significance of the creativity of Sosozetsuei, which is the subject of 
Mogyu in Ungyoku-Waka-Sho. The method is to compare Ungyoku-Waka-Sho and Kanhasshutsun-
agiuma.

Ungyoku-Waka-Sho is a collection of medieval Waka by a poet priest of unknown origin 
Noso-Junso, and Kanhasshutsunagiuma is a Ningyo Joruri's work by Chikamatsu Monzaemon. So-
sozetsuei is the narration which was well known in Japan. 

The lyrics of Ungyoku-Waka-Sho are modified from Mogyu, which should be the authority, 
and a phrase of Wakan-Rōei-Shū is inserted. In the first half of the story, Sosozetsuei was original-
ly adapted and inserted, and it is a turning point that develops into the Tsuchigumo Battle in the 
second half. The story is made interesting by the ingenuity of Taira-no-Masakado, who is based on 
Zentaiheiki.

Interpreting the lyrics of Ungyoku-Waka-Sho from using the ingenuity of this new work as 
a clu, reveals the meaning of adding Wakan-Rōei-Shu which quotes a sentence of Gokansho. It is 
based on the doctrine of the vassal's departure and retreat in the relationship between Bunkou in 
Shin-country (Juji) and Kyuhan.

The Sakura-Kadan which was added to this story, was held at Chiba Katsutane in Motosaku-
ra-Castle. This castle enshrines Masakado-Jinja, and Taira-no-Masakado is a common recognition 
of the princely relationship for Chiba clan. In other words, Sosozetsuei preached the importance of 
princely relations, and Wakan-Rōei-Shu how to treat the samurai. The castle of Chiba Katsutane 
was under wartime due to internal and external anxiety, and the unity of the clan was required.

Noso-Junso tried to tighten the vassals of Chiba Katsutane by incorporating the image of Tai-
ra-no-Masakado into Sosozetsuei.
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一　

は
じ
め
に

　

既
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
人
物
故
事
集
の
中
に
唐
代

の
李
瀚
撰
に
な
る
﹃
蒙
求
﹄
が
あ
る
。
本
書
は
子
供
に
歴
史
の
故
事
を
記
憶
さ
せ

る
為
に
作
ら
れ
た
童
蒙
書
で
、
四
字
一
句
の
韻
文
二
句
で
対
を
な
し
、
日
本
で
は

平
安
朝
に
渡
来
し
、﹃
宝
物
集
﹄
に
﹁
勧
学
院
の
雀
は
蒙
求
を
囀
る
﹂
と
あ
る
よ

う
に
よ
く
読
ま
れ
た
。
室
町
期
の
東
国
に
﹁
坂
東
の
大
学
﹂
と
い
わ
れ
た
足
利
学

校
が
建
て
ら
れ
た
が
、
そ
こ
の
漢
籍
講
義
に
使
用
さ
れ
た
記
録
︵
注
1
︶
が
あ
る
。

江
戸
期
に
は
﹁
何
々
蒙
求
﹂
と
い
わ
れ
る
も
の
が
多
く
出
版
さ
れ
、
故
事
成
語
の

元
版
と
し
て
人
々
に
好
ま
れ
た
。
和
歌
で
は
、
蒙
求
を
題
に
し
て
詠
む
こ
と
が
行

わ
れ
、
そ
の
題
を
蒙
求
題
と
い
う
。
本
論
は
﹃
蒙
求
﹄
の
一
つ
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
の

解
釈
に
、
平
将
門
が
与
え
た
影
響
を
軸
に
、
衲
叟
馴
窓
が
﹃
雲
玉
和
歌
抄
﹄︵
以
下
、

﹃
雲
玉
抄
﹄
と
い
う
︶︵
注
2
︶
で
施
し
た
創
意
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ

の
た
め
に
出
詠
さ
れ
た
和
歌
に
添
え
ら
れ
た
詞
書
と
近
世
浄
瑠
璃
の
﹃
関
八
州
繋

馬
﹄︵
以
下
、﹃
繋
馬
﹄
と
い
う
︶︵
注
3
︶
に
翻
案
し
て
取
り
込
ま
れ
た
も
の
と

を
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
﹃
雲
玉
抄
﹄
は
永
正
の
乱
の
只
中
、
永
正
十
一
年
︵
一
五
一
四
︶
下
総
国
の
本

佐
倉
で
編
ま
れ
た
、
出
自
不
明
の
歌
僧
・
衲
叟
馴
窓
︵
注
4
︶
に
よ
る
私
家
集
で

あ
る
。
衲
叟
の
蒙
求
題
は
﹁
二
百
首
題
の
う
ち
﹂、﹁
蒙
求
題
か
ら
鶯
に
よ
せ
て
﹂、

﹁
蒙
求
題
の
こ
こ
ろ
を
申
せ
し
﹂
と
い
う
よ
う
に
定
数
歌
や
日
次
歌
会
に
自
身
が

蒙
求
題
を
十
二
撰
び
、
出
詠
し
て
い
る
。
そ
の
構
造
は
先
人
の
源
光
行
が
元
久
元

年
︵
一
二
〇
四
︶
に
編
集
し
た
﹃
蒙
求
和
歌
﹄
に
み
る
よ
う
に
、﹁
標
題
、
説
話
文
、

和
歌
﹂
の
三
部
分
で
一
つ
の
蒙
求
題
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
説
話
文
は
﹃
蒙
求
﹄

︵
正
し
く
は
李
瀚
﹃
古
注
蒙
求
﹄
で
あ
る
が
本
論
は
﹃
蒙
求
﹄
で
通
す
︶
を
基
本

と
す
る
が
原
本
の
和
訳
で
は
な
く
、か
な
り
自
由
な
改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
。﹁
そ

の
心
を
申
せ
し
﹂
等
と
あ
る
よ
う
に
、
時
代
状
況
を
踏
ま
え
、
詠
わ
れ
た
人
物
の

心
理
状
況
を
理
解
し
て
出
詠
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
﹃
蒙

求
﹄
や
先
人
た
ち
の
﹃
蒙
求
和
歌
﹄
や
﹃
唐
物
語
﹄
の
和
歌
と
は
違
っ
た
精
神
が

表
出
し
て
い
る
。﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
﹃
繋
馬
﹄
は
、
近
世
の
上
方
文
学
を
担
っ
た
近
松
門
左
衛
門
の
最
晩
年
の
人
形

浄
瑠
璃
で
あ
る
。
源
頼
光
と
そ
の
兄
弟
、
家
臣
で
あ
る
四
天
王
が
活
躍
す
る
時
代

物
の
一
つ
で
、
そ
の
前
半
部
に
こ
の
故
事
が
翻
案
摂
取
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

騒
乱
の
最
中
の
、
東
国
武
士
に
よ
る
ロ
ー
カ
ル
な
歌
会
で
の
解
釈
と
天
下
太
平
の

世
の
、
上
方
文
学
の
解
釈
の
比
較
か
ら
、
共
通
し
て
底
流
す
る
東
国
武
士
像
が
浮

上
し
て
く
る
。
そ
れ
は
平
将
門
で
あ
る
。

　
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
は
古
く
か
ら
本
朝
文
学
に
受
容
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
中
国
故
事

が
将
門
と
い
う
東
国
武
士
を
照
射
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
が
起
き
た

の
か
、
物
語
の
構
成
か
ら
探
っ
て
み
る
。
本
論
は
和
歌
世
界
の
蒙
求
受
容
と
近
世

浄
瑠
璃
世
界
の
蒙
求
受
容
の
相
違
点
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
世
と
近
世

の
時
代
性
︵
共
通
と
し
て
の
武
士
と
相
違
と
し
て
の
時
代
︶、
中
世
歌
人
・
衲
叟

馴
窓
と
近
世
作
家
・
近
松
門
左
衛
門
の
個
性
の
違
い
︵
共
通
と
し
て
の
ド
ラ
マ
性

と
相
違
と
し
て
の
構
成
力
︶
が
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

二　
『
雲
玉
和
歌
抄
』
の
「
楚
荘
絶
纓
」
の
解
釈

　

ま
ず
、﹃
雲
玉
抄
﹄
が
こ
の
蒙
求
題
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
見
て
み
る
。

　
　

楚
荘
絶
纓
の
こ
こ
ろ
を
申
せ
し

終
に
そ
の
君
が
こ
こ
ろ
に
か
け
お
び
の
な
さ
け
の
末
を
お
も
ひ
し
ら
ず
や　

荘
王
、
男
女
交
り
て
酒
宴
の
夜
、
俄
に
灯
消
え
ぬ
、
咎
犯
と
い
ふ
人
、
后
の
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御
手
を
と
る
、
か
れ
が
冠
を
と
ら
せ
給
ひ
て
王
に
宣
ふ
や
う
、
火
を
め
し
て

冠
き
ざ
ら
ん
物
を
と
が
め
あ
る
べ
し
と
あ
り
、
み
か
ど
、
く
ら
き
う
ち
に
み

な
か
ぶ
り
ぬ
ぎ
て
い
だ
せ
と
て
後
、
火
を
め
し
て
お
の
お
の
に
返
し
給
ふ
と

な
り
後
、
晋
の
軍
兵
お
こ
り
て
楚
の
内
裏
を
夜
う
ち
に
す
、
官
軍
ち
り
ぢ
り

に
な
り
ぬ
、
咎
犯
ひ
と
り
と
ど
ま
り
て
命
を
す
て
ふ
せ
ぎ
た
た
か
ひ
晋
軍
お

し
か
へ
し
天
子
を
た
す
け
申
せ
し
、
み
か
ど
忠
賞
行
は
れ
し
に
、
以
前
御
恩

に
あ
づ
か
る
と
辞
し
申
せ
し
、
こ
こ
ろ
は
冠
の
時
の
事
な
り
、
纓
は
か
け
お

び
と
よ
め
り
、
冠
の
を
な
り
、
朗
詠
に
、
咎
犯
罪
謝
文
公
、
逡
巡
河
上
︵﹃
雲

玉
抄
﹄
四
五
一
︶

　　

こ
れ
は
千
葉
勝
胤
主
催
の
歌
会
の
蒙
求
題
の
う
ち
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
に
出
詠
し
た

衲
叟
馴
窓
の
自
詠
歌
で
あ
る
。﹃
雲
玉
抄
﹄
は
出
詠
し
た
和
歌
と
そ
の
自
注
と
で

構
成
さ
れ
、
長
い
詞
書
や
左
注
を
付
す
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
形
式
を
踏

襲
し
て
い
る
。﹃
雲
玉
抄
﹄
雑
部
に
、
同
じ
蒙
求
題
の
﹁
宿
瘤
採
桑
四
五
〇
﹂
と

が
他
の
蒙
求
題
か
ら
は
独
立
し
て
並
置
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
君
臣
関
係
が
テ
ー

マ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
テ
ー
マ
性
の
違
い
に
よ
っ
て
他
と
離
さ
れ
て
配
置
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
﹃
蒙
求
和
歌
﹄
が
﹁
恋
部
﹂
に
収
め
て
い
る
の
に
対
し
、

﹃
雲
玉
抄
﹄
が
﹁
雑
部
﹂
で
あ
る
こ
と
も
衲
叟
馴
窓
の
意
図
が
﹁
恋
﹂
で
は
な
く

﹁
君
臣
関
係
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を
覗
わ
せ
る
。
さ
ら
に
左
注
に
つ
い
て
は
﹃
蒙
求
﹄

の
解
釈
と
と
も
に
﹁
咎
犯
﹂︵
注
5
︶
と
い
う
人
物
説
話
が
融
合
し
た
二
部
構
成
で
、

前
半
部
が
﹃
蒙
求
﹄
の
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
を
意
訳
し
た
も
の
、
後
半
部
が
﹁
朗
詠
に
、

咎
犯
罪
謝
文
公
、逡
巡
河
上
﹂
と
い
う
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
述
懐
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

前
半
部
の
故
事
の
題
意
は
﹁
宴
席
の
燭
光
が
消
え
た
闇
で
、
美
人
の
袖
を
引
い

た
者
が
あ
る
。
女
は
そ
の
者
の
纓
を
切
っ
て
犯
人
を
捜
そ
う
と
し
た
が
、
王
は
出

席
者
全
員
に
纓
を
切
ら
せ
て
犯
人
を
救
っ
た
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
。﹃
蒙
求
﹄

の
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
の
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

説
苑
楚
莊
王
賜
群
臣
酒
。
日
暮
酒
酣
、
燈
燭
滅
。
有
引
美
人
之
衣
者
。
美
人

援
絶
其
冠
纓
。
告
王
、
趣
火
視
之
。
王
曰
賜
人
酒
使
酔
失
禮
。
奈
何
欲
顕
婦

人
之
節
。
而
辱
士
乎
乃
令
群
臣
皆
絶
去
纓
而
上
火
。
盡
懼
而
罷
。
後
晋
与
楚

戦
。
有
一
臣
常
在
前
却
敵
卒
勝
之
。
王
怪
問
。
乃
夜
絶
纓
者
也
︵﹃
蒙
求
﹄

三
七
六
︶︵
注
6
︶

　

冒
頭
に
﹃
説
苑
﹄
と
典
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。﹃
説
苑
﹄
は
次
の
と
お
り
。

楚
荘
王
賜
群
臣
酒
。
日
暮
酒
酣
、
燈
燭
滅
。
乃
有
引
美
人
之
衣
者
。
美
人
援

絶
其
冠
纓
、
告
王
曰
、
今
者
燭
滅
、
有
引
妾
衣
者
、
妾
授
得
其
冠
纓
持
之
、

趣
火
来
上
、
視
絶
纓
者
。
王
曰
、
賜
人
酒
、
使
酔
失
礼
、
奈
何
欲
顕
婦
人
之

節
而
辱
士
乎
、
乃
命
左
右
曰
、
今
日
与
寡
人
飲
、
不
絶
冠
纓
者
不
懼
。
群
臣

百
有
余
人
、
皆
絶
去
其
冠
纓
、
而
上
火
、
卒
尽
懼
而
罷
。
居
二
年
、
晋
与
楚
戦
、

有
一
臣
常
在
前
、
五
合
五
獲
首
却
敵
、
卒
得
勝
之
。
荘
王
怪
而
問
曰
、
寡
人

徳
薄
、
又
未
嘗
巽
子
、
子
何
故
出
死
不
疑
如
是
。
対
曰
、
臣
当
死
、
往
者
酔

失
礼
、
王
隠
忍
不
暴
而
誅
也
。
臣
終
不
敢
以
蔭
蔽
之
徳
而
不
顕
報
王
也
、
常

願
肝
脳
塗
地
、
用
頸
血
湔
敵
久
矣
。
臣
乃
夜
絶
纓
者
也
。
遂
斥
晋
軍
、
楚
得

以
強
。
此
有
陰
徳
者
、
必
有
陽
報
也
。︵﹃
説
苑
﹄三
十
二
︶︵
注
7
︶

　
﹃
蒙
求
﹄
注
は
﹃
説
苑
﹄
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
故
事
か
ら
は
﹁
筋
の
み
﹂
を

踏
襲
し
て
い
る
。﹃
説
苑
﹄
の
趣
旨
は
﹁
此
有
陰
徳
者
、
必
有
陽
報
也
﹂
の
一
文

に
込
め
ら
れ
て
い
る
。﹁
陰
徳
あ
る
者
は
必
ず
陽
報
有
り
﹂
つ
ま
り
﹁
ひ
そ
か
に

徳
を
施
す
者
に
は
明
ら
か
な
報
い
が
あ
る
﹂
と
い
う
の
が
こ
の
故
事
の
本
旨
で
あ

る
。
君
主
が
密
か
に
恩
情
を
賜
れ
ば
、
家
臣
は
命
を
懸
け
て
報
恩
す
る
。
お
か
げ

で
荘
王
は
春
秋
五
覇
の
一
人
、
中
原
の
覇
者
に
な
れ
た
と
い
う
史
実
が
暗
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
は
本
朝
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
た
説
話
で
、
中
国

の
﹃
蒙
求
﹄︵
天
宝
五
年
︵
七
四
六
︶︶
を
踏
ま
え
て
、﹃
唐
物
語
﹄︵
十
二
世
紀
後

半
頃
成
立
︶、﹃
蒙
求
和
歌
﹄︵
元
久
元
年
︵
一
二
〇
四
︶︶、﹃
十
訓
抄
﹄︵
建
長
四

年
︵
一
二
五
二
︶︶、﹃
古
今
著
聞
集
﹄︵
建
長
六
年
︵
一
二
五
四
︶︶
等
に
引
用
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

昔
楚
荘
王
と
申
人･･･

か
か
れ
ど
も
、
こ
の
人
﹁
い
か
に
し
て
か
あ
る
じ
の
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な
さ
け
を
む
く
ひ
た
て
ま
つ
ら
ん
﹂
と
心
の
う
ち
に
お
も
へ
け
る
に
、
あ
る

じ
か
た
き
の
く
に
に
せ
め
ら
れ
て
、
あ
や
う
き
ほ
ど
に
お
は
し
け
る
を
、
こ

の
人
ひ
と
り
身
を
す
て
て
た
た
か
ひ
け
れ
ば
、︵﹃
唐
物
語
﹄
第
二
十
二
︶︵
注

8
︶

楚
の
荘
王
、
よ
き
人
を
集
め
て
、
酒
を
勧
め
て
遊
ひ
玉
ふ
に
、
灯
の
風
に
き

え
た
る
隙
を
得
て
、
御
傍････

心
一
に
こ
そ
思
ひ
し
り
に
け
れ
、
其
後
に

晋
の
軍
、
楚
を
囲
む
こ
と
い
く
へ
と
云
ふ
数
を
知
ら
ず
、
楚
の
軍
の
中
に
た

だ
壱
人
、
ほ
こ
を
あ
げ
て
抜
出
で
て
闘
ふ
も
の
あ
り
、
即
ち
晋
の
軍
を
破
り

つ
、
王
、
奇
し
み
問
ひ
玉
ふ
に
、
当
初
に
后
の
纓
を
取
ら
れ
た
り
し
人
な
り

け
り
、
身
を
捨
て
、
王
の
情
け
を
思
ひ
し
り
に
け
り
︵﹁
蒙
求
和
歌
・
平
仮

名
本
﹂︶︵
注
9
︶

疑
ひ
犯
す
と
こ
ろ
の
咎
、
な
ほ
き
は
め
ず
し
て
、
そ
の
疑
ひ
残
ら
む
輩
に
お

き
て
は
、
君
の
た
め
、
世
の
た
め
、
さ
せ
る
苦
し
み
あ
る
ま
じ
く
は
、
□
付

き
て
そ
の
罪
を
な
だ
め
、
軽
め
む
こ
と
、
ひ
と
へ
に
徳
政
な
る
べ
し
、
あ
ま

ね
き
慈
悲
な
る
べ
し
。
楚
国
の
王
の
纓
を
ま
ぎ
ら
か
し
て
、
臣
下
の
と
が
を

か
く
し
給
け
ん
、
世
に
こ
え
た
る
御
な
さ
け
な
り
け
り
︵﹃
十
訓
抄
﹄
巻
第

十
﹁
才
芸
を
庶
幾
す
べ
き
事
﹂
の
七
十
六
︶︵
注
10
︶

お
よ
そ
君
と
臣
と
は
水
と
魚
と
の
ご
と
し
。
上
と
し
て
も
お
ご
り
に
く
ま
ず
、

下
と
し
て
も
そ
ね
み
み
だ
る
べ
か
ら
ず
。
も
ろ
こ
し
に
は
楚
の
荘
王
と
申
君

は
、寵
愛
の
后
の
衣
を
ひ
く
物
を
ゆ
る
し
て
情
を
か
け･･･

︵﹃
古
今
著
聞
集
﹄

巻
八
﹁
好
色
第
十
一
の
三
三
一
﹁
後
嵯
峨
天
皇
、
な
に
が
し
の
少
将
の
妻
を

召
す
事
﹂︶︵
注
11
︶

　

君
主
の
徳
は
政
に
お
い
て
慈
悲
を
施
す
こ
と
、
臣
下
と
は
﹁
水
魚
の
交
わ
り
﹂

で
あ
り
、
一
体
化
し
た
君
臣
関
係
を
築
く
と
す
る
。
い
づ
れ
も
﹁
君
主
の
﹁
恩
情

︵
な
さ
け
︶﹂
が
決
め
手
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
蒙
求
題
に
は
以
下
の
和
歌
が

添
え
ら
れ
て
い
る
。

情
け
な
き
言
の
葉
な
ら
ば
今
日
ま
で
も
露
の
命
の
か
か
ら
ま
し
や
は
︵﹃
唐

物
語
全
釈
﹄
第
二
十
二
︶

タ
レ
ト
シ
モ
ワ
カ
ヌ
ナ
コ
リ
ノ
ト
モ
シ
ヒ
ヲ
コ
コ
ロ
ニ
キ
ヘ
ヌ
ナ
サ
ケ
ナ
リ

ケ
ル
︵﹁
蒙
求
和
歌
・
片
仮
名
本
﹂︶

た
れ
と
し
も
わ
か
で
や
み
に
し
灯
の
心
に
き
え
ぬ
な
さ
け
な
り
け
る
︵﹁
蒙

求
和
歌
・
平
仮
名
本
﹂︶

　

こ
れ
ら
添
え
書
き
、
和
歌
の
す
べ
て
に
﹁
な
さ
け
﹂
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る

の
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、本
朝
に
お
け
る
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
の
解
釈
は
﹁
君
主
の
情
け
、

恩
情
﹂が
こ
の
故
事
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
主
テ
ー
マ
は﹁
情
﹂な
の
で
あ
る
。
一
方
、

臣
下
に
と
っ
て
は
﹁
報
い
る
﹂﹁
思
い
知
る
﹂
と
の
表
現
が
あ
り
、そ
の
こ
と
か
ら
、

武
士
が
一
身
に
刻
み
付
け
て
恩
に
報
い
よ
う
と
す
る
﹁
報
恩
﹂
で
あ
る
と
み
て
よ

い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
本
朝
に
お
け
る
受
容
形
態
を
踏
襲
し
て
、
衲

叟
馴
窓
は
﹃
雲
玉
抄
﹄
四
五
一
に
﹁
な
さ
け
の
末
を
お
も
ひ
し
ら
ず
や
﹂
と
歌
句

を
添
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

三　
『
関
八
州
繋
馬
』
と
平
将
門

　

こ
の
よ
う
に
衲
叟
馴
窓
以
前
の
享
受
に
つ
い
て
は
、
仏
教
説
話
の
中
や
、
蒙
求

和
歌
の
詞
書
、
歌
物
語
的
な
も
の
の
中
に
、
儒
教
に
基
づ
く
教
え
や
報
恩
に
重
点

が
置
か
れ
、
そ
の
教
え
を
引
き
出
す
た
め
の
伏
線
と
し
て
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
の
故
事

が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、
衲
叟
馴
窓
以
後
の
享
受
と

し
て
は
浄
瑠
璃
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

近
松
門
左
衛
門
は
江
戸
時
代
前
期
︱
中
期
に
活
躍
し
た
浄
瑠
璃
作
者
で
あ
る
。

晩
年
、﹁
代
々
甲
冑
の
家
に
生
れ
﹂
と
記
す
よ
う
に
、
越
前
の
武
士
の
出
で
あ
る
。

武
家
に
題
材
を
得
た
時
代
物
を
多
く
手
掛
け
、武
士
の
意
地
、武
士
の
大
義
を
テ
ー

マ
に
す
る
。
そ
の
彼
の
最
晩
年
の
作
品
に
﹃
関
八
州
繋
馬
﹄
が
あ
る
。
享
保
九
年

︵
一
七
二
四
︶
一
月
、
大
阪
竹
本
座
で
上
演
さ
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
で
あ
る
。
こ
の

作
品
は
平
将
門
の
遺
児
良
門
、
小
蝶
と
源
頼
光
・
頼
信
兄
弟
と
頼
光
の
四
天
王
の

問
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
葛
藤
を
、
謡
曲
﹃
土
蛛
﹄
を
絡
ま
せ
た
派
手
な
演
出
を
絡
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ま
せ
て
話
題
を
と
っ
た
。
そ
の
物
語
展
開
の
一
角
に
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
の
故
事
が
取

り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
梗
概
を
次
に
記
す
。

　

ま
ず
第
一
段
か
ら
第
三
段
ま
で
。
小
蝶
は
兄
良
門
と
父
将
門
の
仇
を
討
と
う
と

源
頼
光
の
館
に
忍
ん
で
い
た
が
、
い
つ
し
か
頼
光
の
弟
頼
信
を
恋
い
慕
っ
て
し
ま

う
。
情
に
走
っ
て
本
懐
が
揺
ら
ぐ
。
源
家
の
家
督
定
め
の
夜
、
暗
闇
の
中
で
頼
平

の
乳
兄
弟
・
箕
田
二
郎
纜
が
酒
の
三
杯
機
嫌
で
小
蝶
に
戯
れ
し
な
だ
れ
る
不
義
放

埓
を
働
く
。
咄
嗟
に
小
蝶
が
纜
の
烏
帽
子
の
掛
緒
を
ヒ
首
で
切
り
、﹁
た
っ
た
今

其
人
を
顕
さ
ん
、
女
中
燭
台
〱
﹂
と
大
声
で
叫
ん
で
犯
行
を
露
見
さ
せ
よ
う
と
す

る
。
発
覚
す
れ
ば
纜
の
武
士
の
面
目
は
丸
潰
れ
る
。
こ
の
場
面
に
、
近
松
は
﹁
楚

荘
絶
纓
﹂
を
翻
案
し
て
、
次
の
よ
う
に
挿
入
す
る
。

上
段
に
御
台
所
頼
信
頼
平
両
御
舎
弟
、
左
右
に
並
び
お
は
し
ま
す
、
小
蝶

仰
を
蒙
り
、﹁
御
籤
の
次
第
は
各
兼
て
承
知
の
通
り
、
信
を
こ
め
て
取
給
へ
、

サ
ア
只
今
火
を
湿
す
﹂････
渡
部
の
綱
が
従
弟
箕
田
二
郎
纘
御
籤
の
矢
を

取
る
、
床
脇
に
座
し
た
る
小
蝶
が
衣
の
空
薫
な
ま
め
く
香
に
心
ほ
れ
ほ
れ
お

広
間
酒
の
三
盃
機
嫌
、
覚
ず
擦
寄
り
ほ
ど
け
ば
付
寄
っ
て
抱
き
付
、
小
蝶
は

頼
信
公
へ
脇
心
な
き
気
を
見
せ
た
く
、
左
の
手
に
烏
帽
子
の
掛
緒
、
取
て

じ
っ
と
引
伸
ば
し
懐
中
の
ヒ
首
抜
く
よ
り
早
く
結
際
よ
り
ず
つ
か
と
切
り
取

り
て
突
退
け
大
声
上
げ
﹁
天
下
大
事
の
御
家
督
定
、
神
前
と
い
ひ
上
ゝ
の
御

座
近
く
、
暗
紛
れ
の
不
行
儀
侍
、
誰
か
は
知
ら
ず
小
蝶
に
戯
れ
し
な
だ
る
ゝ

不
義
放
埓
の
曲
者
印
し
の
為
烏
帽
子
の
掛
緒
を
切
取
た
り
。
た
っ
た
今
其
人

を
顕
さ
ん
、
女
中
燭
台
〱
﹂
と
呼
ば
は
れ
ば
、
一
座
も
是
は
と
興
醒
ま
し

･･････

面
々
烏
帽
子
の
掛
緒
を
探
り
互
の
心
を
疑
ひ
あ
ふ
、
火
を
見
る
迄

の
纜
が
身
の
安
否
、
十
方
に
く
ら
む
弥
猛
心
闇
の
闇
路
と
成
た
る
所
に
、
頼

平
君
の
惻
隠
の
御
心
に
、
纜
が
為
の
正
八
幡
、
人
替
り
給
ひ
け
ん
御
声
高
く
、

﹁
ヤ
ア
く
頼
平
が
思
ふ
子
細
有
リ
、
卒
爾
に 

灯
上
ぐ
る
な
、
此
座
の
諸
武
士

一
人
も
残
ら
ず
。
自
身
烏
帽
子
の
掛
緒
を
切
り
、
切
り
揃
ふ
と
一
度
に
各
声

を
揃
へ
て
案
内
せ
よ
、其
の
時
灯
上
ぐ
べ
し
﹂
と
、･･･

も
残
ら
ず
切
揃
ひ
候
﹂

と
纘
も
同
然
に
申
上
れ
ば
、
灯
台
燭
台
ば
ら
ば
ら
ば
ら
、
天
の
岩
戸
と
開
く

れ
ど
、
一
座
の
武
士
に
疵
つ
か
ぬ
大
将
の
心
ぞ
頼
も
し
き
。
幽
閑
大
度
の
御

台
所
掛
緒
の
こ
と
は
御
沙
汰
も
な
く
﹁
各
取
た
る
御
鬮
の
矢
是
へ
〱
﹂
と
御

意
の
内
、
我
も
〱
と
御
前
に
差
上
る
︵﹃
関
八
州
繋
馬
﹄
第
一
︶︵
注
12
︶

　

こ
の
場
で
頼
平
が
機
転
を
き
か
し
、﹁
卒
爾
に 

灯
上
ぐ
る
な
、
此
座
の
諸
武
士

一
人
も
残
ら
ず
、
自
身
烏
帽
子
の
掛
緒
を
切
れ
﹂
と
号
令
し
た
。
よ
っ
て
纜
は
頼

平
の
﹁
大
将
の
心
ぞ
頼
も
し
き
﹂
と
い
う
思
い
で
窮
地
を
脱
す
る
。

　

こ
の
頼
平
の
寛
大
な
処
置
が
後
の
三
段
目
で
、
纜
の
報
恩
と
諫
言
の
死
を
遂
げ

る
と
い
う
伏
線
に
な
る
。
そ
の
後
、
小
蝶
の
悪
だ
く
み
で
、
頼
平
は
よ
り
に
よ
っ

て
頼
信
の
許
嫁
・
詠
歌
の
姫
と
契
り
、
二
人
は
駆
け
落
ち
す
る
。
頼
信
は
詠
歌
の

姫
の
代
り
に
伊
予
の
内
侍
を
娶
り
、
そ
の
祝
宴
の
夜
、
良
門
は
小
蝶
と
頼
光
暗
殺

を
企
て
る
が
失
敗
、
小
蝶
は
殺
さ
れ
、
良
門
は
か
ら
く
も
逃
走
す
る
。
頼
平
ら
は

途
中
で
、
良
門
と
出
会
い
一
味
に
加
担
、
一
味
と
の
盟
約
こ
そ
が
武
士
の
名
誉
だ

と
固
執
す
る
。
そ
の
た
め
兄
頼
信
に
捕
ら
え
ら
れ
、
乳
母
や
纜
は
頼
平
を
翻
意
さ

せ
よ
う
と
努
力
す
る
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
最
後
は
纜
の
死
を
賭
し
て
の
諌
め

に
よ
り
、
や
っ
と
頼
平
は
翻
意
す
る
。
こ
の
家
督
定
め
の
折
、
頼
平
に
窮
地
を
救

わ
れ
た
こ
と
を
纜
は
死
で
報
い
る
、
と
い
う
筋
立
て
が
﹃
蒙
求
﹄
の
﹁
後
晋
与
楚

戦
。
有
一
臣
常
在
前
却
敵
卒
勝
之
。
王
怪
問
。
乃
夜
絶
纓
者
也
﹂
の
記
述
の
翻
案

と
な
っ
て
い
る
。
死
の
間
際
で
纜
は
述
懐
し
、
自
分
の
自
己
犠
牲
は
あ
の
源
家
の

家
督
定
め
の
夜
の
頼
平
が
﹁
仁
徳
情
の
御
恩
の
忝
さ
﹂
に
報
い
た
も
の
だ
と
い
っ

て
自
刃
す
る
。
そ
の
心
に
、
討
手
と
し
て
来
た
坂
田
公
時
も
深
く
感
じ
、
頼
光
の

四
天
王
に
加
え
て
五
天
王
と
も
な
る
べ
き
人
だ
と
そ
の
死
を
悼
む
。
そ
し
て
、
頼

平
の
首
の
代
り
に
懸
緒
の
切
れ
た
古
烏
帽
子
と
血
刀
を
頼
光
に
差
し
出
し
頼
平
は

そ
の
罪
を
許
さ
れ
る
。

　　

次
に
場
面
は
急
展
開
す
る
︵
第
四
・
第
五
段
︶。
良
門
と
妖
怪
土
蜘
蛛
と
化
し

た
小
蝶
の
源
家
へ
の
復
讐
戦
と
な
る
。
い
よ
い
よ
葛
城
山
で
の
最
後
の
決
戦
の
幕

が
切
っ
て
落
と
さ
れ
る
。
渡
辺
綱
ら
四
天
王
が
葛
城
山
に
良
門
を
追
い
詰
め
る
。

葛
城
山
は
土
蜘
蛛
の
精
の
住
み
処
、
背
景
の
穴
か
ら
蜘
蛛
の
巣
を
破
っ
て
、
小
蝶

の
土
蜘
蛛
の
精
が
登
場
。
良
門
が
穴
の
奥
に
消
え
る
と
、
大
勢
の
捕
り
手
が
土
蜘
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蛛
の
精
に
襲
い
掛
か
る
。
続
い
て
四
天
王
が
責
め
か
か
る
。
最
後
は
頼
信
が
投
げ

た
刀
の
奇
特
に
よ
り
良
門
、
土
蜘
蛛
小
蝶
は
討
ち
取
ら
れ
る
。
舞
台
は
大
団
円
で

源
氏
伝
承
の
名
剣
﹁
蜘
切
﹂
の
奇
特
に
良
門
、
小
蝶
の
神
通
力
は
敗
れ
去
り
、
源

氏
の
末
長
い
世
が
讃
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
は
箕
田
二
郎
纜
の
頼
平

を
翻
意
さ
せ
る
た
め
の
諌
死
を
誘
発
す
る
素
材
と
な
っ
て
お
り
、
直
接
的
に
は
本

筋
で
あ
る
頼
光
と
良
門
・
小
蝶
と
の
合
戦
譚
に
は
関
わ
ら
な
い
傍
流
に
す
ぎ
な
い

出
来
事
に
み
え
る
。
で
は
な
ぜ
近
松
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
中
国
故
事
を
引
用
し
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

一
応
、
こ
の
話
は
源
家
の
家
督
定
め
の
宴
の
席
で
、
小
蝶
に
対
す
る
纜
の
狼
藉

が
咎
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
場
に
い
た
頼
平
の
機
転
で
纜
の
面
目
は
保
た
れ
た
と
い

う
場
面
設
定
が
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
を
踏
襲
し
て
い
る
。
故
事
で
は
犯
人
が
戦
場
に
お

い
て
そ
の
報
恩
を
果
た
す
の
に
対
し
、
近
松
は
頼
平
の
不
行
状
を
諌
死
と
い
う
、

い
か
に
も
天
下
泰
平
期
の
武
士
道
に
よ
る
命
の
捨
て
方
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
相

違
点
が
あ
り
、
極
め
て
儒
教
的
、
道
徳
的
で
当
世
風
な
筋
の
運
び
方
と
な
っ
て
い

る
。
一
見
こ
の
挿
話
は
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
あ
ま
り
効
果
的
と
思
わ

れ
な
い
が
、
次
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
場
面
に
よ
っ
て
違
っ
た
様
相
に
な
る
事
を
見

て
み
た
い
。

　

近
松
の
こ
の
ド
ラ
マ
は
後
半
部
に
お
い
て
、
良
門
と
妖
怪
と
化
し
た
小
蝶
に
よ

る
﹁
土
蜘
蛛
合
戦
﹂
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
半

部
の
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
と
こ
の
後
半
部
は
結
び
つ
く
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
も
こ
の

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

松
崎
仁
氏
︵
注
13
︶
は
﹁
前
半
部
の
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
と
後
半
分
の
土
蜘
蛛
合
戦

は
結
び
つ
か
な
い
。
さ
ら
に
、
な
ぜ
、
将
門
の
娘
︵
小
蝶
︶
が
蜘
蛛
の
妖
怪
と
な

る
の
か
、
こ
の
あ
た
り
が
本
作
の
わ
か
り
に
く
い
点
の
一
つ
で
あ
る
﹂
と
。
さ
ら

に
﹁
近
松
が
最
後
に
書
い
た
の
は
﹁
情
﹂
の
ド
ラ
マ
で
あ
っ
て
﹁
義
理
﹂
の
悲
劇

で
は
な
い
﹂︵
注
14
︶
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
早
川
久
美
子
氏
︵
注

15
︶
は
、
頼
平
ド
ラ
マ
の
側
面
に
注
視
し
、﹁
頼
光
・
四
天
王
ら
が
活
躍
す
る
時

代
浄
瑠
璃
に
、
小
蝶
の
ド
ラ
マ
を
絡
ま
せ
二
つ
の
ド
ラ
マ
を
繋
げ
て
土
蜘
退
治
と

し
た
。
源
家
主
従
の
結
末
と
奮
闘
を
中
心
に
描
く
金
平
浄
瑠
璃
を
作
品
全
体
の
基

盤
に
し
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
一
つ
の
解
釈
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
本
作
品

は
前
半
部
の
話
型
と
後
半
部
の
話
型
の
繋
が
り
が
一
貫
し
て
い
な
い
。
小
蝶
の
個

人
的
恋
情
ゆ
え
の
死
と
、
報
復
、
頼
平
と
纘
の
君
臣
関
係
及
び
頼
光
と
良
門
の
敵

対
関
係
が
結
び
つ
か
な
い
こ
と
、
将
門
と
土
蜘
蛛
の
関
係
性
の
こ
と
、
葛
城
山
と

い
う
戦
場
は
書
名
の
﹁
関
八
州
﹂
と
無
関
係
な
こ
と
、
さ
ら
に
書
名
の
﹁
繋
馬
﹂

が
将
門
を
意
味
し
て
い
る
の
に
、
源
氏
の
栄
の
謡
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
が
混
然
と
し
て
い
て
、
中
国
故
事
と
の
繋
が
り
が
不
明
で
よ
く
わ
か
ら
な

い
。﹃
繋
馬
﹄
は
﹃
前
太
平
記
﹄
を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、
将
門
遺
児
の
活
躍
は

巻
十
八
の
﹁
如
蔵
尼
並
平
良
門
事
﹂、
巻
十
九
の
﹁
平
良
門
蜂
起
事
付
多
田
攻
事
﹂

に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︵
注
16
︶。
こ
の
よ
う
な
通
俗
軍
記
を
取
り
込
ん
で

浄
瑠
璃
の
舞
台
効
果
を
狙
い
、
謡
曲
﹁
土
蛛
﹂︵
こ
れ
も
巻
十
七
の
﹁
頼
光
朝
臣

瘧
病
事
付
土
蜘
蛛
退
治
事
﹂
に
あ
る
︶
の
妖
気
性
を
孕
ん
だ
活
劇
仕
立
て
に
し
て

大
衆
受
け
を
狙
っ
た
、
と
み
れ
ば
確
か
に
前
半
部
の
﹃
葉
隠
﹄
的
武
士
道
と
は
相

容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
は
一
端
、
小
蝶
の
﹁
恋
と
仇
討
と
恨
み
﹂
と
い
う
情
念
の
話
型
か
ら
離
れ

て
、﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
に
基
づ
く
﹁
頼
平
︱
箕
田
二
郎
纘
﹂
と
﹁
繋
馬
の
陣
幕
﹂
に

基
づ
く
﹁
頼
光
︱
良
門
﹂
の
君
臣
比
較
か
ら
見
て
み
た
い
。
頼
平
ド
ラ
マ
に
注
目

し
た
見
方
は
先
の
早
川
氏
と
一
致
は
す
る
が
、氏
の
見
解
か
ら
で
は
、書
名
の
﹃
関

八
州
繋
馬
﹄
=
平
将
門
と
す
る
意
味
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
、
良
門
に
注
目
し
直

し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
ポ
イ
ン
ト
は
、
良
門
が
渡
辺
綱
に
捕
縛
さ
れ
、
頼
光
の
面

前
に
据
え
ら
れ
、
頼
光
の
恩
赦
に
よ
っ
て
助
命
さ
せ
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。

　
　

親
の
恥
辱
を
す
す
が
ん
が
た
め
の
逆
心
、
し
ほ
ら
し
優
し
し
い
で
汝
に
賜
せ

ん
。
親
将
門
が
定
紋
繋
馬
の
旗
印
、
陣
幕
源
家
に
は
無
益
の
長
物
、
汝
が
為

の
守
り
神
サ
ア
得
さ
す
る
ぞ
﹂
と
、庭
上
に
投
給
へ
ば
お
つ
取
て
押
戴
き
﹁
古

今
独
歩
の
名
将
と
音
に
聞
し
に
違
な
し
。
先
祖
の
遺
宝
を
給
は
る
頼
光
の
大

恩
、
我
怨
を
以
報
ず
べ
し
。
是
よ
り
す
ぐ
に
葛
城
山
に
立
籠
り
、
時
を
移
さ

ず
旗
を
揚
げ
ん
︵﹃
関
八
州
繋
馬
﹄
第
四
︶︵
注
17
︶

　

良
門
に
と
っ
て
、
何
よ
り
屈
辱
な
の
は
、
将
門
の
﹁
繋
馬
﹂
の
入
っ
た
陣
幕
が
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無
造
作
に
庭
に
捨
て
ら
れ
、
そ
れ
を
拾
わ
さ
れ
た
こ
の
場
面
で
あ
る
。﹃
将
門
記
﹄

に
は
﹁
将
門
は
馬
に
罹
り
て
風
の
如
く
に
追
ひ
攻
む
。
之
を
遁
る
る
者
は
、
宛
ら

猫
に
遇
え
る
鼠
の
穴
を
失
へ
る
が
如
し
﹂︵
注
18
︶﹁
天
慶
二
年
十
二
月
十
一
日
を

以
て
、
先
ず
下
野
国
に
渡
る
。
各
竜
の
如
き
の
馬
に
騎
る
。
皆
雲
の
如
き
の
従
を

率
ゐ
る
。
鞭
を
揚
げ
蹄
を
催
し
て
、
将
に
万
里
の
山
を
越
え
む
と
す
。
各
心
勇
み

神
奢
り
て
、
十
万
の
軍
に
勝
た
む
と
欲
ふ
。﹂︵
注
19
︶
な
ど
と
記
述
さ
れ
る
よ
う

に
馬
に
巧
み
で
あ
っ
た
。
巨
馬
は
﹁
竜
﹂︵
注
20
︶
と
さ
れ
、﹁
王
﹂
を
象
徴
す
る
。

つ
ま
り
﹁
将
門
=
馬
=
新
皇
即
位
﹂
は
一
体
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
に
将
門
=
馬

の
意
味
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、﹁
繋
馬
﹂
の
陣
幕
が
良
門
の
前
に
投
げ

捨
て
ら
れ
た
意
味
は
将
門
の
存
在
と
史
実
の
否
定
と
良
門
は
捉
え
た
の
で
あ
る
。

　

後
半
部
の
こ
の
出
来
事
が
、
頼
光
の
良
門
に
命
と
自
由
を
与
え
た
﹁
恩
情
﹂
に

対
し
、
彼
は
﹁
咎
返
し
﹂
を
決
意
す
る
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
要
因
と
な
る
。

こ
れ
は
纘
の
﹁
報
恩
﹂
と
は
真
逆
の
決
意
で
あ
る
。
し
か
も
小
蝶
は
﹁
無
念
の
死
﹂

を
遂
げ
て
い
る
。
小
蝶
が
や
り
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
父
・
将
門
の
仇
討
、
こ
れ
が

良
門
に
﹁
源
氏
の
情
け
へ
の
報
恩
﹂
を
﹁
将
門
血
族
へ
の
義
理
﹂
に
気
持
を
変
化

さ
せ
た
。
つ
ま
り
本
作
品
の
本
筋
は
良
門
の
﹁
義
理
物
語
﹂
と
よ
む
べ
き
か
と
考

え
る
。﹁
報
恩
﹂
か
﹁
一
族
へ
の
義
理
﹂
か
、
と
い
う
二
者
択
一
の
中
で
良
門
は

情
に
負
け
ず
、
義
理
を
通
す
。
頼
光
も
覚
悟
は
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
繋
馬
の

旗
印
を
良
門
に
与
え
た
こ
と
に
な
り
、
戦
場
で
の
再
会
を
約
し
て
釈
放
し
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
切
っ
掛
け
が
、
小
蝶
の
仇
討
を
果
た
せ
な
か
っ
た
無
念
を
も
止
揚
し
、
恩

情
は
仇
討
を
提
供
し
た
。
話
は
土
蜘
蛛
合
戦
で
大
団
円
に
入
る
。

　

確
か
に
、
小
蝶
の
﹁
恋
情
と
恨
み
﹂
と
い
う
個
人
的
情
念
の
世
界
で
土
蜘
蛛
合

戦
を
読
み
解
く
と
、
良
門
の
蜂
起
に
は
結
び
つ
か
ず
、
源
氏
が
一
門
を
掛
け
た
戦

い
と
は
な
ら
な
い
。﹁
義
理
﹂
な
れ
ば
こ
そ
﹁
関
東
に
お
け
る
源
平
合
戦
﹂
と
い

う
史
実
を
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
先
の
松
崎
氏
の
疑
問
に
﹁
な
ぜ
将
門
な
の
か
、
な

ぜ
土
蜘
蛛
な
の
か
﹂
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
土
蜘
蛛
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
﹁
土
蜘
蛛
﹂
は
﹃
常
陸
風
土
記
﹄︵
注
21
︶﹁
茨
城
群
﹂
に
﹁
俗
に
郡
知
久
母
又
、

夜
都
賀
波
岐
﹂
と
い
う
先
住
民
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
土
蜘
蛛
は
葛
城
山
が
知

ら
れ
る
が
、
関
東
に
も
土
蜘
蛛
が
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
初
め
て
、﹃
関
八
州

繋
馬
﹄
と
い
う
書
名
か
ら
将
門
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
土
蜘
蛛
合
戦
は
将
門
が

起
こ
し
た
天
慶
の
乱
の
寓
意
で
あ
る
と
考
え
る
。

四　

平
将
門
と
『
雲
玉
和
歌
抄
』

　

こ
の
よ
う
に
近
世
作
品
か
ら
も
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
故
事
の
取
り
込
み
が
江
戸
庶
民

の
喝
采
を
呼
び
込
ん
だ
の
は
、
群
雄
割
拠
の
時
代
性
、
中
原
の
覇
者
の
地
域
性
に

富
ん
だ
ド
ラ
マ
仕
立
て
に
﹁
将
門
﹂
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
見
方
か
ら
﹃
雲
玉
抄
﹄
の
詞
書
に
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
一
文
が
添
え
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
は
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
の
解
釈
に
、
衲
叟
馴
窓
に
あ
る
思
い
が
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
﹁
咎
犯
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
﹁
出
処

進
退
﹂
と
い
う
武
士
の
身
の
処
し
方
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
二
の
章
で
深
く
言
及

し
な
か
っ
た
の
で
、こ
こ
で
考
え
て
お
き
た
い
。そ
の
一
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

范
蠡
收
责
句
践　

乘
偏
舟
于
五
湖　

咎
犯
咎
犯
谢谢
罪
文
公　

亦
逡
巡
于
河
上

罪
文
公　

亦
逡
巡
于
河
上　

後

漢
書
︵﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
七
五
一
︶︵
注
22
︶　

　
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
は
﹃
後
漢
書
﹄
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
そ
の
題
意
は
﹁
范
蠡

は
呉
を
滅
ぼ
し
た
が
五
湖
に
舟
を
浮
か
べ
て
去
っ
た
。
咎
犯
は
文
公
を
晋
王
に
据

え
る
と
身
を
引
い
た
﹂
と
い
う
も
の
で
、
古
の
賢
人
は
出
処
進
退
を
誤
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

長
安
中
亦
起
兵
誅
王
莽
、
囂
遂
分
遣
諸
将
、
徇
隴
西
、
武
都
、
金
城
、
武
威
、

張
掖
、
酒
泉
、
敦
煌
、
皆
下
之
。
更
始
二
年
、
遣
使
徴
囂
及
崔
・
義
等
。
囂

将
行
、
方
望
以
為
、
更
始
未
可
知
、
固
止
之
、
囂
不
聞
。
望
以
書
辞
謝
而
去
、

曰
、
足
下
、︵
中
略
︶
今
俊
乂
並
会
、
羽
翩
並
肩
、
望
無
耆
耈
之
徳
、
而
猥

託
賓
客
之
上
、
誠
自
愧
也
。
雖
懷
介
然
之
節
、
欲
絜
去
就
之
分
、
誠
終
不
背

其
本
、
貳
其
志
也
。
何
則
、 

范
蠡
収
責
勾
踐
、
乗
偏
舟
於
五
湖
。
咎
犯
謝
罪

文
公
、
亦
俊
巡
於
河
上
。 

夫
以
二
子
賢
、
勒
銘
両
国
、
猶
削
跡
帰
愆
、
請
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命
乞
身
、
望
之
無
労
、
蓋
其
宜
也
。︵
後
略
︶︵﹃
後
漢
書
﹄ 

列
伝
一
﹁
隗
囂

公
孫
述
列
伝
第
三
﹂︶︵
注
23
︶

　

こ
の
﹃
後
漢
書
﹄
は
﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄﹁
伝
廿
四
年
﹂
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。

子
犯
以
璧
授
公
子
曰
、
臣
負
羇
紲
、
従
君
巡
於
天
下
、
臣
之
罪
甚
多
矣
。
臣

猶
知
之
。
而
況
君
乎
。
請
由
此
逃︵﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄﹁
僖
公
伝
廿
四
年
﹂︶︵
注

24
︶

　

子
犯
︵
咎
犯
︶
は
公
子
︵
重
耳
:
晋
の
文
公
︶
の
他
国
へ
の
亡
命
、
放
浪
を
支

え
た
重
臣
で
あ
っ
た
が
、
亡
命
の
間
数
々
の
無
礼
を
働
い
た
由
に
身
を
引
く
、
と

い
う
故
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
﹃
後
漢
書
﹄
は
一
文
が
前
置
き
さ
れ
、﹁
堅
固
な
節

度
を
も
っ
て
忠
義
に
務
め
二
心
は
な
い
の
だ
が
、
一
方
で
君
子
を
厳
し
く
諫
め
た

非
礼
は
免
れ
な
い
﹂
と
出
処
進
退
に
悩
み
、﹁
請
命
乞
身
﹂
と
命
乞
い
を
し
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
。﹃
雲
玉
抄
﹄
は
詞
書
に
﹁
朗
詠
に
、
咎
犯
罪
謝
文
公
、
逡
巡

河
上
﹂
と
一
文
を
添
え
た
訳
だ
が
、
な
ぜ
、
唐
突
に
、
咎
犯
が
出
て
く
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
と
ど
ん
な
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
解
釈
を
廻
っ
て
は
先
行
研
究
が
あ
る
。
矢
口
祐
子
氏
は
こ
の
本
節
を
廻
っ

て
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
お
ら
れ
る
︵
注
25
︶。﹁
咎
犯
﹂
の
名
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
①
こ
の
咎
犯
の
名
は
、
蒙
求
諸
本
の
中
に
は

み
ら
れ
な
い
。
②
こ
の
咎
犯
の
名
は
﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
に
あ
る
。﹁
孤
偃
、
子
犯

の
名
で
そ
の
記
述
が
あ
り
、
中
国
春
秋
時
代
の
晋
の
政
治
家
。
晋
の
公
子
重
耳
が

陰
謀
に
よ
り
出
奔
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
、
重
耳
に
つ
き
従
っ
た
臣
下
の
一
人
で

あ
る
。
長
年
に
渡
る
旅
の
末
、
や
っ
と
晋
に
戻
る
と
い
う
時
に
、
重
耳
に
旅
の
中

で
の
非
礼
を
謝
罪
し
、
そ
れ
を
理
由
に
晋
に
戻
ら
ず
去
っ
た
﹂
と
あ
る
。︵﹃
春
秋

左
氏
伝
﹄﹁
僖
公
伝
二
十
三
年
~
二
十
有
四
年
﹂︶

　

さ
ら
に
﹃
雲
玉
抄
﹄
が
﹃
蒙
求
﹄
題
の
中
に
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
本
説
に
組
み

入
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
③
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
述

懐
部
七
五
一
に
咎
犯
の
名
が
あ
る
。﹃
和
漢
朗
詠
集
仮
名
注
﹄
に
類
似
し
た
話
型

が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
﹃
雲
玉
抄
﹄
は
部
分
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
④
﹃
和
漢
朗

詠
集
仮
名
注
﹄
で
は
晋
の
文
公
の
宴
席
で
后
の
手
を
取
っ
た
の
は
咎
犯
で
あ
る
。

⑤
楚
が
乱
入
し
て
き
て
、
咎
犯
は
一
人
防
戦
、
公
を
助
け
た
。
⑥
咎
犯
は
宴
席
で

の
公
の
恩
に
報
い
た
ま
で
で
、
罪
は
罪
と
し
て
河
上
で
逡
巡
し
た
。

咎
犯
カ
コ
ト
、
古
ヘ
、
晋
の
文
侯
、
数
千
人
ノ
臣
下
ヲ
召
具
シ
テ
、
夜
ヲ
宴

ス
。
灯
ヒ
消
コ
ト
ア
リ
。
其
中
ニ
、
一
リ
后
キ
ノ
御
手
ヲ
ト
ル
。
后
、
其
纓

ヲ
取
テ
、
王
ニ
訴
フ
。
冠
ノ
無
ラ
ン
者
ヲ
罪
ス
ベ
シ
ト
ノ
玉
フ
時
ニ
、
王
憐

テ
、
臣
下
冠
ヲ
皆
召
す
。･････

其
後
、
楚
ノ
城
ヨ
リ
大
軍
乱
入
ル
。････

咎
犯
一
人
、
防
軍
、
王
扶
。･･･

咎
ー
申
サ
ク
、
今
此
忠
ハ
、
前
ノ
夜
ノ
宴
ニ
、

罪
ヲ
遁
シ
玉
フ
、
其
恵
ヲ
報
す
。
今
ノ
忠
ニ
ア
ラ
ス
ト
申
シ
テ
、
河
上
ニ
逡

巡
セ
リ
。︵﹃
和
漢
朗
詠
集
仮
名
注
﹄︶

　

つ
ま
り
、
衲
叟
は
こ
の
﹃
仮
名
注
﹄
を
参
照
し
て
創
作
し
た
可
能
性
を
、
氏
は

指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
﹃
雲
玉
抄
﹄
に
は
他
に
も
詞
書
や
左
注
の
随
所
に
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
を
引
用
、

そ
れ
を
本
説
と
し
て
い
る
の
で
氏
の
指
摘
ど
お
り
に
引
用
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
﹁
咎
犯
は
晋
の
文
公
の
臣
下
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
楚
の
荘

王
の
臣
下
と
し
た
の
で
馴
窓
が
咎
犯
に
つ
い
て
正
確
な
知
識
を
も
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
﹂
と
批
判
し
て
お
ら
れ
る
が
、
衲
叟
に
対
す
る
こ
の
批

判
に
つ
い
て
、
単
純
に
咎
犯
が
仕
え
た
相
手
を
文
公
で
は
な
く
、
楚
の
荘
王
と
間

違
え
た
、
と
い
う
考
察
に
は
一
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
古
く

か
ら
本
朝
に
摂
取
さ
れ
、
楚
の
荘
王
の
説
話
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
単
純
ミ
ス
と
す
る
の
は
早
計
で
は
な
い
か
、
す
ぐ
に
、
歌
壇
の
面
々
か
ら

間
違
い
の
指
摘
は
受
け
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
衲
叟
独
特
の
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
へ

の
意
図
的
な
付
加
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
こ
の
歌
会
の
性
格
や
そ
れ
を
主
催
し
た
千
葉
勝
胤
の
意
図
、
勝
胤
の
千

葉
氏
の
来
歴
に
関
わ
る
基
底
を
衲
叟
は
考
え
た
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
て
み
た
。

基
底
と
は
歌
会
の
地
、
本
佐
倉
城
が
﹁
将
門
山
﹂
に
築
城
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
す

る
。
そ
も
そ
も
千
葉
氏
の
祖
と
い
う
の
は　

関
八
州
に
覇
を
称
え
た
東
国
武
士
で

桓
武
平
氏
の
血
筋
を
持
つ
名
族
で
あ
る
。﹃
雲
玉
抄
﹄
の
﹁
序
文
﹂
に
次
の
と
お
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り
あ
る
。

平
の
な
に
が
し
と
申
し
た
て
ま
つ
り
て
弓
馬
の
家
に
す
ぐ
れ
、
威
を
八
州
に

ふ
る
ひ
、
諸
道
に
達
し
て
政
を
両
総
に
を
さ
め
、
中
に
も
大
和
歌
に
こ
こ
ろ

を
よ
せ
て
佐
倉
と
申
す
地
に
さ
き
く
さ
の
た
ね
を
ま
き
給
ふ
、
誠
に
桓
武
の

御
す
え
平
安
の
み
や
こ
を
あ
ら
た
め
た
ま
ひ
て
、
此
所
天
な
が
く
地
ひ
さ
し

と
見
え
た
り
︵﹃
雲
玉
抄
﹄︶

　

千
葉
氏
が
編
纂
に
関
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
平
家
物
語
異
本
の
﹃
源
平
闘
諍
録
﹄

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

将
門
妙
見
の
御
利
生
を
蒙
り
、
五
ケ
年
の
内
に
東
八
ケ
国
を
打
ち
随
へ
、
下

総
国
相
馬
郡
に
京
を
立
て
、
将
門
の
親
王
と
号
さ
る
。
然
り
な
が
ら
も
、
正

直
詔
佞
と
還
っ
て
、
万
事
の
政
務
を
曲
て
行
ひ
、
神
慮
を
も
恐
れ
ず
、
朝
威

に
も
憚
ら
ず
、
仏
神
の
田
地
を
奪
ひ
取
り
ぬ
。
故
に
、
妙
見
大
菩
薩
、
将
門

の
家
を
出
で
て
、
村
岡
の
五
郎
良
文
の
許
へ
渡
り
た
ま
ひ
ぬ
。︵﹃
源
平
闘
諍

録
﹄﹁
妙
見
大
菩
薩
の
本
地
の
事
﹂︶︵
注
26
︶

　

将
門
は
妙
見
大
菩
薩
の
神
慮
で
関
八
州
を
平
定
し
た
が
、
神
慮
に
背
い
た
政
を

働
い
た
た
め
に
将
門
は
妙
見
に
捨
て
ら
れ
、
滅
ん
だ
。
妙
見
は
村
岡
良
文
の
許
へ

移
っ
た
。
こ
の
村
岡
良
文
こ
そ
が
千
葉
氏
の
祖
と
な
る
の
で
あ
る
。
将
門
の
血
統

に
つ
い
て
は
将
門
自
身
の
言
葉
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

伏
し
て
昭
穆
を
案
ず
る
に
、
将
門
巳
に
柏
原
帝
王
の
五
代
の
孫
な
り
。
縦
ひ

永
く
半
国
を
領
せ
む
に
、
豈
運
に
非
ず
と
謂
は
む
や
。
昔
、
兵
威
を
振
る
ひ

天
下
を
取
る
者
、
皆
史
書
に
見
る
所
な
り
。
将
門
、
天
の
与
へ
た
る
所
は
、

既
に
武
芸
に
在
り
。
思
ひ
惟
る
に
、等
輩
誰
か
将
門
に
比
ば
む
。︵﹃
将
門
記
﹄︶

︵
注
27
︶

こ
れ
は
将
門
が
天
慶
二
年
に
関
東
で
新
皇
宣
言
し
た
あ
と
、
か
つ
て
京
に
出
仕
し

て
い
た
頃
、
主
従
関
係
に
あ
っ
た
太
政
大
臣
藤
原
忠
平
に
差
し
出
し
た
上
申

書
で
、
自
ら
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
桓
武
天
皇
の
五
代
の
孫
だ
、
と
称
し
た
も
の

で
あ
る
。
系
図
で
は
、
将
門
は
良
文
の
兄
・
良
将
の
子
と
な
る
。
良
文
は
染

谷
川
の
戦
い
で
は
将
門
に
味
方
し
て
妙
見
大
菩
薩
の
加
護
で
窮
地
を
脱
し
て

い
る
。
そ
の
末
裔
が
歌
会
の
主
催
者
千
葉
勝
胤
で
あ
る
。
結
果
、
千
葉
氏
は

妙
見
神
を
氏
神
と
し
た
。
そ
し
て
、
歌
会
の
開
催
地
と
考
え
ら
れ
る
勝
胤
の

居
城
・
本
佐
倉
城
は
将
門
神
社
を
祀
っ
た
﹁
将
門
山
﹂︵
注
28
︶
に
築
城
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
因
縁
は
、
勝
胤
の
佐
倉
歌
壇
で
は
共
通
認
識
と
し
て
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
文
字
化
さ
れ
て
い
な
い
将
門
の
影
響
下
に
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
題

は
出
詠
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
千
葉
氏
重
臣
の
多

く
は
平
将
門
と
血
縁
を
持
つ
武
将
た
ち
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
﹃
源
平
闘
諍
録
﹄
に
あ
る
﹁
神
慮
を
も
恐
れ
ず
、
朝
威
に
も
憚

ら
ず
﹂
と
あ
る
将
門
の
行
動
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。﹃
将
門
記
﹄

に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　

新
皇
宣
言
に
対
し
て
舎
弟
の
将
平
ら
が
﹁
夫
れ
帝
王
の
業
は
智
を
以
て
競

ふ
べ
き
に
非
す
。
復
た
力
を
以
争
ふ
べ
き
に
非
ず
。
此
れ
尤
も
蒼
天
の
与
ふ

る
所
な
り
。﹂
と
諫
言
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、将
門
は
﹁
今
の
世
の
人
、

必
ず
撃
ち
て
勝
て
る
を
以
て
君
と
為
す
﹂
と
言
っ
て
、
諫
言
は
迂
遠
な
空
論

だ
と
退
け
て
い
る
。
さ
ら
に
小
姓
の
伊
和
員
経
ま
で
も
が
﹁
耆
婆
の
諫
を
信

じ
て
、
全
く
推
悉
の
天
裁
を
賜
へ
﹂
と
助
言
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、﹁
口
に

此
の
言
を
出
だ
せ
ば
、
駟
馬
も
及
ば
ず
。
所
以
に
言
に
出
し
て
遂
ぐ
る
こ
と

な
か
ら
む
や
﹂
と
一
度
口
に
し
た
か
ら
は
や
る
し
か
な
い
、
と
聞
き
入
れ
て

い
な
い
︵
注
29
︶。
こ
れ
は
将
門
の
驕
り
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
結
局
は

上
申
書
に
よ
る
忠
平
へ
の
弁
明
も
効
を
奏
さ
ず
、
本
天
皇
︵
朱
雀
天
皇
︶
の

﹁
彼
の
賊
難
を
払
ひ
た
ま
へ
﹂と
の
詔
を
招
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

最
後
の
戦
場
に
お
い
て
﹁
新
皇
甲
冑
を
着
て
、
駿
馬
を
疾
め
て
躬
自
ら
相
戦

ふ
﹂
と
将
門
自
ら
陣
頭
に
立
っ
た
為
、
鏑
矢
に
中
っ
て
落
命
す
る
。

　
﹃
将
門
記
﹄
の
作
者
は
、﹁
少
過
を
糺
さ
ず
し
て
大
害
に
及
ぶ
と
は
。
私
に
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勢
を
施
し
て
将
に
公
の
徳
を
奪
は
む
と
は
。
仍
て
朱
雲
の
人
に
寄
せ
て
、
長
鯢
の

頸
を
刎
る
﹂︵
注
30
︶
と
小
さ
な
過
ち
を
正
さ
ず
、
武
に
頼
っ
た
こ
と
が
滅
亡
の

原
因
だ
と
し
て
い
る
。
将
門
は
、
主
は
﹁
天
﹂
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
り
、
諫
言

に
耳
を
傾
け
、
出
処
進
退
を
決
め
る
謙
虚
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

北
村
季
吟
、西
生
永
済
の﹃
和
漢
朗
詠
集
註
﹄に
よ
れ
ば﹁
咎
犯
﹂の
記
事
は﹁
范

蠡
・
咎
犯
ご
と
き
の
忠
臣
も
、
君
の
誅
を
恐
れ
し
こ
と
を
い
う
文
也
﹂︵
注
31
︶

と
解
説
が
あ
る
よ
う
に
、
咎
犯
も
こ
の
ま
ま
君
主
に
つ
い
て
晋
に
戻
れ
ば
、
君
主

放
浪
時
代
の
非
礼
の
咎
を
受
け
、
誅
伐
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
、
と
解
釈
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
こ
の
中
国
故
事
に
は
た
と
え
忠
臣
で
あ
っ
て
も
出
処
進
退
を
誤
ま

れ
ば
誅
伐
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
あ
く
ま
で

君
は
天
で
あ
っ
て
、
将
門
は
范
蠡
・
咎
犯
の
立
場
で
し
か
な
い
。

　
﹃
蒙
求
﹄の﹁
楚
荘
絶
纓
﹂の﹁
君
主
の
恩
情
と
報
恩
﹂の
故
事
に﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄

に
よ
る
﹁
咎
犯
の
出
処
進
退
﹂
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
盟
主
勝
胤
の
意
図
を
汲

ん
で
、
参
加
し
た
佐
倉
歌
壇
の
構
成
員
で
あ
る
千
葉
氏
家
臣
団
︵
注
32
︶
を
妙
見

神
の
下
に
結
集
し
、
結
束
を
引
き
締
め
よ
う
と
す
る
衲
叟
馴
窓
の
創
意
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
中
世
期
の
文
学
の
中
に
は
、
様
々
な
付
加
や
再
解
釈
を
施
し
て
話

を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
。特
に
、平
将
門
は
東
国
武
士
た
ち
に
と
っ

て
、
極
め
て
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
武
士
で
あ
る
。
こ
の
創
意
は
近
世
期
に
は
さ
ら
に

高
度
化
、
複
雑
化
し
て
き
た
こ
と
が
﹃
繋
馬
﹄
の
例
か
ら
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
、

中
世
期
の
文
人
に
と
っ
て
は
戦
国
意
識
を
引
き
出
す
た
め
の
工
夫
で
あ
る
の
対
し
、

近
世
期
は
筋
や
異
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の
引
用
と
い
う
技
術
的
、
舞
台
的
効
果
を
狙
っ

た
も
の
と
い
う
違
い
で
あ
る
。

　

単
独
で
京
都
の
王
権
に
立
ち
向
か
い
、
独
立
自
尊
の
関
東
武
士
の
精
神
を
﹁
新

皇
宣
言
﹂
と
い
う
形
で
成
し
遂
げ
た
将
門
は
、
た
と
え
賊
徒
と
貶
め
ら
れ
よ
う
と

も
忠
義
・
智
謀
・
武
勇
の
武
士
の
徳
目
は
階
級
を
超
え
て
畏
敬
さ
れ
て
き
た
。

　

一
方
、﹁
出
処
進
退
を
誤
る
な
﹂
と
い
う
命
題
は
千
葉
氏
に
と
っ
て
、
氏
神
的 

存
在
で
あ
る
将
門
は
も
は
や
天
地
に
浸
透
し
て
お
り
、
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
。

先
に
示
し
た
よ
う
に
﹃
源
平
闘
諍
録
﹄
の
将
門
は
天
意
に
背
く
行
動
が
あ
っ
た
か

ら
妙
見
神
の
庇
護
が
離
れ
た
と
あ
り
、
出
処
進
退
の
誤
り
が
天
命
の
誅
伐
を
受
け

た
反
面
教
師
で
も
あ 

る
。

　
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
に
み
せ
た
よ
う
な
衲
叟
馴
窓
の
創
意
は
﹃
雲
玉
抄
﹄
に
は
よ
く

み
ら
れ
る
現
象
で
、
そ
れ
は
東
国
戦
乱
で
獲
得
し
た
自
身
の
体
験
や
知
恵
を
反
映

さ
せ
て
、
座
の
歌
人
た
ち
の
共
感
を
引
き
寄
せ
る
工
夫
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
歌
壇
主
催
者
で
あ
る
千
葉
勝
胤
は
﹃
雲
玉
抄
﹄
が
編
纂
さ
れ
た
永
正
十
一

年
当
時
、
内
憂
外
患
の
状
況
︵
注
33
︶
に
あ
っ
た
。
家
臣
団
の
引
き
締
め
こ
そ
喫

緊
の
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

　

衲
叟
馴
窓
は
﹁
出
処
進
退
﹂
を
窺
わ
せ
て
、
千
葉
氏
の
支
柱
で
あ
る
将
門
を
想

起
さ
せ
、
家
臣
団
に
共
通
す
る
そ
の
よ
う
な
認
識
に
訴
え
か
け
る
よ
う
に
﹁
楚
荘

絶
纓
﹂
を
出
詠
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

注　

釈

（1）　

足
利
学
校
の
漢
籍
の
講
義
は
文
安
三
年
︵
一
四
四
六
︶
段
階
︵
規
式
と
い
う
校
則

を
制
定
︶
で
﹁
三
注
︵
千
字
文
集
註
、
古
注
蒙
求
、
胡
曽
詩
註
︶、
四
書
、
六
経
、

列
子
、
荘
子
、
老
子
、
史
記
、
文
選
で
な
さ
れ
た
、
と
あ
る
。︵﹃
栃
木
県
史
﹄
資

料
編
中
世
三
に
よ
る
︶

（2）　
﹃
新
編
国
歌
大
観
第
八
巻　

私
家
集
四
﹄︵
雲
玉
抄
︶﹄
角
川
書
店
一
九
九
〇
:
本
論

の
﹃
抄
﹄
の
本
文
は
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄︵
神
宮
文
庫
蔵
本
を
底
本
︶
に
よ
っ
た
。

伝
本
は
そ
の
他
に
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
本
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
本
、

島
原
図
書
館
松
平
文
庫
蔵
本
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
黒
川
文
庫
蔵
本
、

中
川
芳
雄
氏
蔵
本
︵
恋
部
・
雑
部
の
み
︶、
山
中
義
貞
氏
蔵
本
︵
抜
書
︶、
八
州
文

藻
所
収
本
︵
序
の
み
︶
な
ど
の
写
本
が
知
ら
れ
る
。
本
文
に
関
し
て
は
諸
本
間
に

大
き
な
異
動
は
み
ら
れ
ず
、
ほ
ぼ
一
系
統
で
あ
る
。︵
同
解
説
よ
り
︶

（3）　

松
崎
仁
︹
等
︺
校
注
﹃
近
松
浄
瑠
璃
集
下
:
関
八
州
繋
馬
︵
新
日
本
古
典
文
学
大

系
九
十
二
︶﹄
岩
波
書
店　

一
九
九
五　

享
保
九
年
︵
一
七
二
四
︶
一
月
に
大
坂
竹

座
で
初
演
さ
れ
た
。
書
名
の
﹁
関
八
州
﹂
は
将
門
が
統
治
し
﹁
新
皇
﹂
を
称
し
た

独
立
王
国
を
指
し
、﹁
繋
馬
﹂
は
将
門
の
旗
印
を
示
し
て
い
る
。

（4）　

編
者
は
出
自
不
明
の
歌
僧
・
衲
叟
馴
窓
で
、そ
の
名
前
か
ら
禅
僧
と
思
わ
れ
る
。﹃
雲

玉
抄
﹄
は
全
五
八
一
首
中
の
二
八
〇
首
近
く
が
自
詠
歌
︵
内
﹁
衲
叟
﹂
記
述
の
あ
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る
も
の
は
七
十
九
首
︶
で
あ
り
、
一
首
の
創
作
の
為
に
詳
細
な
注
釈
を
加
え
る
た

め
に
古
歌
の
中
か
ら
の
様
々
な
引
用
︵
説
話
、
伝
承
、
異
説
等
︶
を
詞
書
の
中
に

企
て
て
い
る
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
一
つ
に
中
国
故
事
の
取

り
込
み
が
あ
り
、﹃
蒙
求
﹄
を
歌
題
と
す
る
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

（5）　

咎
犯
︵
き
ゅ
う
は
ん
︶:
中
国
春
秋
時
代
の
晋
の
政
治
家
。
狐
偃
︵
こ
え
ん
︶、子
犯
。

舅
犯
、
咎
犯
の
名
が
あ
る
。
晋
の
重
耳
に
仕
え
、
重
耳
の
放
浪
に
同
行
し
た
。
重

耳
の
放
浪
は
十
九
年
に
及
ん
だ
が
晋
に
帰
国
し
て
文
公
と
な
っ
た
。
咎
犯
は
君
主

に
諌
言
し
た
非
礼
を
詫
び
、
晋
に
帰
ら
な
か
っ
た
。﹃
三
国
志
演
義
﹄
で
薫
卓
が
呂

布
の
不
貞
を
許
す
の
に
あ
た
っ
て
﹁
楚
荘
絶
纓
﹂
の
故
事
が
引
か
れ
、
荘
王
の
后

に
無
礼
を
働
い
た
の
は
﹁
蒋
雄
﹂︵
し
ょ
う
ゆ
う
︶
だ
と
し
て
い
る
。

（6）　

池
田
利
夫
編
﹃
蒙
求
古
註
集
成　

中
巻
﹄
及
古
書
院　

二
〇
〇
〇　
﹁
国
会
図
書
館

蔵
大
永
五
年
書
写
本
﹂
九
十
五
~
九
十
六
頁　

蒙
求
本
文
は
注
の
内
容
に
よ
っ
て

八
世
紀
前
半
の
古
注
本
︵
李
瀚
注
︶
と
十
六
世
紀
伝
来
の
補
注
本
︵
南
宋
の
徐
子

光
注
︶
な
ど
に
分
か
れ
る
が
、
衲
叟
馴
窓
が
参
照
し
た
の
は
古
注
本
で
あ
る
。

（7）　
﹃
説
苑
﹄︵
ぜ
い
え
ん
︶
は
、
前
漢
の
劉
向
の
撰
な
い
し
編
に
よ
る
故
事
・
説
話
集

で
全
二
十
巻
、
上
古
か
ら
漢
代
に
至
る
ま
で
の
多
く
の
書
物
か
ら
天
子
を
戒
め

る
に
足
る
逸
話
を
採
録
し
、
時
の
成
帝
を
諫
め
る
べ
く
上
奏
さ
れ
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
原
文
の
引
用
は
池
田
秀
三
著
﹃
説
苑　

知
恵
の
花
園
﹄
講
談
社　

一
九
九
一　

一
三
四
頁
。

（8）　
﹃
唐
物
語
﹄
第
二
十
二
﹁
楚
の
荘
王
、后
に
無
礼
を
働
き
た
る
家
来
を
咎
め
ざ
る
語
﹂

︵
小
林
保
治
編
著
﹃
唐
物
語
全
釈
﹄
笠
間
書
院　

一
九
九
八
︶

（9）　
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
巻
十　

歌
合
編
二　

角
川
書
店　

一
九
九
二

（10）　
﹃
十
訓
抄
︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
十
一
︶﹄　

小
学
館　

一
九
九
一　

四
八
五

頁

（11）　
﹃
古
今
著
聞
集
︵
新
潮
日
本
古
典
集
成
五
十
九
︶﹄　

新
潮
社　

一
九
八
三　

四
〇
六

頁

（12）　
﹃
近
松
浄
瑠
璃
集
下
︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系
九
十
二
︶﹄﹁
関
八
州
繋
馬
第
一
﹂　

三
六
八
頁

（13）　

松
崎
仁
著
﹁
関
八
州
繋
馬
脚
注
余
滴
﹂﹃
日
本
文
学
研
究
﹄
梅
光
女
学
院
大
学
日
本

文
学
会　

三
十
一
号　

一
九
九
六　

六
十
八
頁

（14）　

市
古
貞
次
編
﹃
日
本
文
学
全
史
四 

近
世
﹄
学
灯
社 

一
九
七
八　

第
四
章
第
一
節

（15）　

早
川
久
美
子
著
﹁
関
八
州
繋
馬
﹂
源
頼
平
の
ド
ラ
マ
︱
源
家
主
従
の
結
束
と

奮
闘
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂
日
本
文
学
協
会
﹃
日
本
文
学
﹄
六
十
八
巻
四
号　

二
〇
一
九
・
四　

七
十
二
頁　

（16）　

板
垣
俊
一
校
訂
﹃
前
太
平
記
上
︵
叢
書
江
戸
文
庫
三
︶﹄
国
書
刊
行
会　

一
九
八
八

　
　

三
七
八
~
三
八
六
頁

（17）　
﹃
近
松
浄
瑠
璃
集
下
︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系
九
十
二
︶﹄﹁
関
八
州
繋
馬
第
一
﹂　

四
四
四
頁

（18）　

柳
瀬
喜
代
志
[
等
]
校
注
・
訳
﹃
将
門
記
[
ほ
か
]︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

四
十
一
︶﹄
小
学
館　

二
〇
〇
二　

四
十
三
頁

（19）　

右
同 

六
十
頁

（20）　
﹁
馬
八
尺
井
以
上
為
龍
、
七
尺
以
上
為
騋
、
六
尺
以
上
為
馬
﹂︵
本
田 

二
郎
著
﹃
周

礼
通
釈
下
﹄
秀
英　

一
九
七
九　

一
七
五
頁
︶
大
き
な
馬
は
﹁
龍
﹂
と
称
さ
れ
て

い
た
、
と
あ
る
。

（21）　

久
保
田
昌
子
著
﹁
常
陸
風
土
記
に
お
け
る
土
蜘
蛛
伝
承
の
検
討
﹂﹃
駒
沢
史
学
﹄

九
十
三
号　

二
〇
一
九
・
十
二　

二
一
七
頁

（22）　
﹃
和
漢
朗
詠
集
︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
九
︶﹄
小
学
館　

一
九
九
九　

三
九
二
頁

（23）　
﹃
後
漢
書　

第
三
冊
列
伝
一
︵
巻
一
~
巻
十
二
︶﹄
岩
波
書
店　

二
〇
〇
二　
﹁
隗

囂
公
孫
述
列
伝
第
三
﹂　

九
十
九
頁

（24）　
﹃
春
秋
左
氏
伝
一︵
新
釈
漢
文
大
系
三
〇
︶十
九
版
﹄明
治
書
院　

一
九
九
八　
﹁
僖

公
伝
廿
四
年
﹂
三
七
〇
~
三
七
一
頁

（25）　

矢
口
祐
子
著
﹁
雲
玉
和
歌
抄
に
お
け
る
蒙
求
和
歌
﹂
日
本
女
子
大
学
国
語
好
文
学

会
﹃
国
文
目
白
﹄
四
十
五
号　

二
〇
〇
六　

七
十
一
~
七
十
三
頁

（26）　

福
田
豊
彦
、
服
部
幸
造
訳
注
﹃
源
平
闘
諍
録
︱
坂
東
で
生
ま
れ
た
平
家
物
語

︵
下
︶﹄　

講
談
社　

二
〇
〇
〇
:﹃
平
家
物
語
﹄
の
異
本
。
延
慶
本
に
近
い
形
態
で
、

﹃
平
家
物
語
﹄
読
み
本
系
諸
本
の
中
で
は
珍
し
く
漢
文
表
記
︵
真
名
本
︶
で
あ
り
、

巻
一
上
下
、
巻
五
、
巻
八
上
下
の
み
が
現
存
し
て
い
る
。
他
の
﹃
平
家
物
語
﹄
諸

本
と
比
較
し
平
将
門
、
千
葉
氏
な
ど
坂
東
八
平
氏
の
武
勲
物
語
や
妙
見
信
仰
に
関

す
る
大
幅
な
改
作
が
見
ら
れ
、
そ
の
内
容
か
ら
後
世
の
あ
る
時
期
に
特
定
の
目
的

を
も
っ
て
述
作
さ
れ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
坂
東
八
平
氏
ひ

い
て
は
千
葉
氏
宗
家
の
系
譜
の
正
当
性
を
主
張
し
一
族
の
再
結
集
を
図
る
た
め
千

葉
氏
関
係
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
、
と
す
る
見
解
が
近
年
有
力
と
な
っ
て
い

る
。

（27）　
﹃
将
門
記
[
ほ
か
]︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
十
一
︶﹄　

六
十
六
頁

（28）　
﹁
将
門
山
﹂:﹁
将
門
山
︵
ま
さ
か
ど
や
ま
︶﹂
一
帯
は
将
門
の
父
・
良
将
︵
良
持
︶

が
陸
奥
鎮
守
府
将
軍
で
あ
っ
た
根
拠
地
で
あ
る
。
将
門
を
滅
ぼ
し
た
藤
原
秀
郷
が

祟
り
を
鎮
め
る
た
め
に
建
立
し
た
将
門
大
明
神
︵
将
門
神
社
︶
を
祀
っ
た
と
い
う

由
来
が
あ
る
。
千
葉
県
印
旛
郡
酒
々
井
町
本
佐
倉
と
佐
倉
市
大
佐
倉
に
ま
た
が
る

山
稜
に
文
明
年
間
︵
一
四
六
九-

一
四
八
五
年
︶、
千
葉
輔
胤
に
よ
っ
て
本
佐
倉

城
の
築
城
が
着
手
さ
れ
た
。
輔
胤
は
宗
家
の
地
位
を
確
保
す
る
と
拠
点
を
亥
鼻
城

か
ら
印
旛
沼
畔
の
将
門
山
に
移
転
し
た
。
今
も
、
将
門
山
大
明
神
鳥
居
︵
佐
倉
市

将
門
町
︶
が
立
ち
、
佐
倉
惣
五
郎
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め
に
本
来
の
将
門
神
社
に

合
祀
さ
れ
た
名
残
り
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。︵
川
尻
秋
生
著﹃
将
門
記
を
読
む
﹄

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
九　

一
八
一
頁
︶
ま
た
、﹃
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

千

葉
県
﹄
角
川
書
店　

一
九
八
四
刊
の
﹁
将
門
町
︵
ま
さ
か
ど
ま
ち
︶﹂
の
項
目
に
、
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﹁
当
地
名
の
由
来
は
平
将
門
を
祀
る
将
門
神
社
の
あ
っ
た
将
門
山
に
よ
る
﹂と
あ
る
。

（29）　
﹃
将
門
記
[
ほ
か
]︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
十
一
︶﹄　

六
十
八
~
七
十
頁

（30）　
﹃
将
門
記
[
ほ
か
]︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
十
一
︶﹄　

八
十
三
頁

（31）　
﹃
和
漢
朗
詠
集
註
︵﹃
北
村
季
吟
古
註
釈
集
成
二
十
四 

和
漢
朗
詠
集
註 

下
﹄︶﹄
新
典

社　

一
九
七
九　

二
四
〇
頁

（32）　

千
葉
氏
家
臣
団
:﹃
雲
玉
抄
﹄
に
は
幡
谷
加
賀
守
胤
相
・
粟
飯
原
民
部
少
輔
信
尊
・

海
保
丹
波
守
幸
清
・
円
城
寺
道
頓
︵
武
蔵
千
葉
氏
の
旧
臣
︶
な
ど
の
歌
を
収
録
し

て
い
る
。
い
づ
れ
も
千
葉
氏
の
重
臣
の
家
柄
。︵
千
野
原
靖
方
編
著
﹃
戦
国
房
総
人

名
辞
典
﹄
侖
書
房　

二
〇
〇
九
︶

（33）　

千
葉
勝
胤
の
本
佐
倉
城
の
周
囲
は
、
東
部
戦
線
に
真
里
谷
武
田
氏
の
攻
勢
、
西
部

戦
線
に
立
河
原
合
戦
の
武
蔵
千
葉
守
胤
か
ら
の
敗
北
、
南
部
戦
線
に
足
利
義
明
の

小
弓
公
方
樹
立
、
北
部
戦
線
に
古
河
公
方
足
利
政
氏
と
子
の
高
基
の
主
導
権
争
い
、

と
い
う
外
患
状
況
に
あ
っ
た
︵﹃
千
葉
県
の
歴
史　

通
史
編　

中
世
﹄
八
三
三
~

八
三
七
頁
、
一
一
九
二
~
一
一
九
九
頁
︶。
こ
れ
は
戦
国
時
代
の
本
格
的
幕
開
け
を

意
味
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
勝
胤
の
下
総
千
葉
氏
は
康
正
元
年
︵
一
四
五
五
︶
の

﹁
千
葉
氏
内
訌
︵
下
総
千
葉
氏
の
祖
で
あ
る
馬
加
康
胤
が
千
葉
胤
直
を
敗
死
さ
せ
宗

家
を
簒
奪
し
た
戦
い
︶﹂
を
経
た
政
権
で
あ
る
と
い
う
内
憂
を
抱
え
、
盤
石
な
基
盤

が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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